
 

 

 

                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別府市立幼稚園では、子育て支援の一環として、教育時間終了後や土曜日・  
長期休業中も、預かり保育を実施しています。 
 
「預かり保育」の実施概要 

対 象 児 ･･･境川・朝日・石垣・上人・鶴見・山の手幼稚園の在園児 

保育形態 ･･･ ①通年利用（年間を通じて常時利用） 

②一時的な利用（緊急・不定期利用） 

実施期間 ･･･ ４月１日から翌年の３月３１日まで 

実 施 日 ･･･ 月曜日～土曜日（日・祝日、その他園長が休業を必要と認めた日を除く） 

※８月１３日～１５日（お盆期間）・１２月２９日～１月３日（年末年始休業）は除く。 

実施時間 ･･･ 通常保育日は、教育時間終了～１８時３０分の間（最長１９時） 

土曜日・長期休業中は、８時～１８時３０分の間（最長１９時） 

活動場所 ･･･ 幼稚園内の施設 

活動内容 ･･･ 一人一人の興味関心に応じた活動・集団遊び・季節に応じた遊び・読み聞かせ等 

※土曜日と長期休業中、行事等の振替休日はお弁当が必要です。 

※預かり保育中の事故・怪我については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となり、災害給付

金が受けられます。 
 

申込方法について 

①「預かり保育利用申請書」により、幼稚園にて申し込みをしてください。 

②「預かり保育利用許可書」が発行された後に、利用可能となります。 
 

預かり保育料について 

通常保育時間終了後・・・１回４００円 

土・長期休業日・・・・・１回６００円 

①利用月の翌月初めに納付書を園を通じてお渡ししますので、金融機関または幼稚園で納付ください。 

②「預かり保育」の無償化について 

 ・無償化の対象になるには「施設等利用給付認定申請書」の提出が必要です。「施設等利用給付認定」を受けた場

合、最大月額１１，３００円が無償となります。ただし、利用日数に応じて無償対象額の上限は変動しますので、

実質負担額（支払額）が発生する場合もあります。 
 

その他必要経費 

①おやつ代等として月初めに５００円を園の方へ納めてください。（ただし４・８・３月は１，０００円） 

②一時的な利用の方は、月末に利用日数分の金額を確認し納めてください。 

通常保育時間終了後は３０円、土曜日・長期休業日は５０円です。 
 

降園方法について 

○ご家族の方の迎えが必要です。（小・中学校の兄姉でも可能です） 

土曜日・長期休業日は、登園時の送りもお願いします。 

○迎えの方を変更する場合は、連絡ノートまたは電話で、必ず職員にお知らせください。 
        

お問い合わせ先 住  所 TEL 

子育て支援課または各幼稚園 
別府市役所 

別府市上野口町１番１５号 

子育て支援課直通 
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